
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
号
）

一

高
圧
ガ
ス
保
安
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
く
製
造
保
安
責
任
者
試
験
等
の
実
施
に
係
る
手
数
料
の

額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
保
安
確
保

機
器
の
設
置
及
び
管
理
の
方
法
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
を
改
め
る
こ

と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
号
）

一

ば
い
煙
発
生
施
設
に
該
当
す
る
ボ
イ
ラ
ー
の
規
模
要
件
に
つ
い
て
、
伝
熱
面
積
に
関
す
る
基
準
か

ら
燃
料
の
燃
焼
能
力
に
関
す
る
基
準
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

一
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
経
営
戦
略
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
号
）

一

行
政
書
士
試
験
の
施
行
に
係
る
手
数
料
の
額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
号
）

一

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
割
合
を
百
分
の
百
二
十
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
百

）
と
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
再
任
用
職
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
割
合
を
百
分
の
六
十
七

・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
五
十
七
・
五
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
割
合
を
百
分
の
百
六
十
二
・
五
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

令
和
四
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

●

知
事
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
号
）

一

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
割
合
を
百
分
の
百
六
十
二
・
五
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

令
和
四
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
号
）

一

非
常
勤
職
員
の
育
児
休
業
及
び
部
分
休
業
の
取
得
要
件
の
う
ち
在
職
期
間
の
要
件
を
廃
止
す
る
こ

と
と
し
た
。

二

任
命
権
者
は
、
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
等
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
号
）

一

町
が
処
理
し
て
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
事
務
の
範
囲
を
改
め

る
こ
と
と
し
た
。



二

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
八

号
）

一

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
割
合
を
百
分
の
百
二
十
五
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
九
号
）

一

ガ
ス
供
給
業
の
う
ち
導
管
ガ
ス
供
給
業
及
び
特
定
ガ
ス
供
給
業
以
外
の
事
業
に
対
す
る
法
人
の
事

業
税
の
額
に
つ
い
て
、
他
の
一
般
の
事
業
と
同
様
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

ガ
ス
供
給
業
の
う
ち
特
定
ガ
ス
供
給
業
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
の
額
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

各
事
業
年
度
の
収
入
金
額
に
百
分
の
〇
・
四
八
を
乗
じ
て
得
た
金
額

２

各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
に
百
分
の
〇
・
七
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額

３

各
事
業
年
度
の
資
本
金
等
の
額
に
百
分
の
〇
・
三
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額

三

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
を
超
え
る
普
通
法
人
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
の
所
得

割
に
つ
い
て
、
年
八
百
万
円
以
下
の
所
得
に
係
る
軽
減
税
率
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
四
の
一
部
に
つ
い

て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
文
化
の
森
総
合
公
園
文
化
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
号
）

一

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
集
会
等
の
た
め
の
用
具
（
以
下
「
用
具
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
県

民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

用
具
の
利
用
の
手
続
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
用
具
の
使
用
料
の
額
は
、
規
則
で
定
め
る
こ
と

と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
徳
島
未
来
創
造
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条

例
第
十
一
号
）

一

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
に
係
る
本
県
へ
の
選
手
等
の
受
入
れ
に
際
し
て

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
策
に
関
す
る
事
業
が
終
了
し
た
こ
と
に
伴
う
所
要
の
整
理

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

題
名
を
「
徳
島
県
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
未
来
創
生
基
金
条
例
」
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

徳
島
県
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
未
来
創
生
基
金
に
つ
い
て
、
県
民
の
ス
ポ
ー
ツ
及
び
文
化
に
対
す
る
関

心
を
高
め
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
参
加
す
る
社
会
的
機
運
を
醸
成
す
る
と
と
も
に
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
等
の
国
際
競
技
大
会
の
成
果
を
継
承
し
、
本
県
の
ス
ポ
ー
ツ
及
び
文
化
を
振

興
す
る
こ
と
に
よ
り
、
活
力
あ
る
徳
島
の
未
来
を
創
生
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と
と

し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
二
号
）



一

徳
島
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保
険
の
安
定
的
な
財
政
運
営
の

確
保
に
要
す
る
額
を
徳
島
県
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
場
合
に
処
分
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

二

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
の
一
部
に
つ
い

て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
三
号
）

一

電
気
工
事
士
免
状
の
書
換
え
に
係
る
手
数
料
の
額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
四
号
）

一

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係

る
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

１

畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

２

畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付

３

認
定
畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

４

認
定
畜
舎
等
の
仮
使
用
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

５

認
定
畜
舎
等
の
譲
渡
及
び
譲
受
け
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

６

認
定
計
画
実
施
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

７

認
定
計
画
実
施
者
で
あ
る
法
人
の
分
割
の
認
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

８

畜
舎
等
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
関
す
る
制
限
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る
審
査

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
条
例
第
十
五
号
）

一

崖
の
上
端
面
の
位
置
若
し
く
は
下
端
面
の
位
置
又
は
崖
に
畜
舎
等
の
建
築
等
を
す
る
場
合
に
お
け

る
畜
舎
等
の
敷
地
及
び
構
造
に
関
す
る
制
限
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

都
市
計
画
区
域
（
市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域
を
除
く
。
）
内
に
畜
舎
等
の
建
築
等
を
す
る
場
合

に
お
け
る
畜
舎
等
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
関
す
る
制
限
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
県
土
整
備
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
六
号
）

一

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係

る
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

１

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
計
画
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

２

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
計
画
の
認
定
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

３

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

二

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
宅
地
建
物
取
引
士
資
格
試
験
の
実
施
に
係
る
手
数
料
を
改

め
る
こ
と
と
し
た
。

三

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
七
号
）

一

県
立
学
校
の
職
員
の
定
数
を
二
千
六
百
七
人
に
、
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
四
千
七
百
六
十
人



に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
八
号
）

一

学
校
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
与
改
定

と
同
様
の
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
十
九
号
）

一

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
改
定
と
同
様
の
改
定
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
号
）

一

警
察
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
給
与
改
定

と
同
様
の
改
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
会
計
年
度
任
用
警
察
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
二
十
一
号
）

一

会
計
年
度
任
用
警
察
職
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
改
定
と
同
様
の
改
定
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
二
号
）

一

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の
所
持
の
許
可
証
の
書
換
え
に
係
る
手
数
料
の
額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

運
転
技
能
検
査
等
に
係
る
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

認
知
機
能
検
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

チ
ャ
レ
ン
ジ
講
習
等
に
係
る
手
数
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

若
年
運
転
者
講
習
に
係
る
手
数
料
は
、
指
定
講
習
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。

六

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

七

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
五
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
六
の
一
部
に
つ

い
て
は
公
布
の
日
か
ら
、
一
に
つ
い
て
は
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


